
第 ８ ７ 回 尾 張 都 市 計 画 事 業 

小牧岩崎山前土地区画整理審議会日程  

 

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ３ 日 

午 後 ２ 時 ０ ０ 分 

本庁舎６階  ６０１会議室 

 

 

 

日程第１  議事録署名者の選任について  

（       ）番   （              ）  

（       ）番   （              ）  

 

 

日程第２  議案事項  

     議案第１１９号  

      尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業における  

評価員の選任について  

 

 

日程第３  報告事項  

１）令和７年度事業予定について  

 

２）第９回事業計画変更について  

 

     ３）小牧市土地区画整理審議会議事運営要綱及び傍聴要領の  

改正について  

 

日程第４  その他  
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尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業議案第１１９号  

 

尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業における  

評価員の選任について  

 

 尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業における評価員に次の

者を選任したいので、土地区画整理法第６５条第１項の規定により審議会

の同意を求める。  

 

令和７年５月１３日  

 

 

尾 張 都 市 計 画 事 業 

小牧岩崎山前土地区画整理事業 

施行者  小  牧  市  

代表者  小牧市長  山下  史守朗  

 

 

１  住  所   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

２  氏  名   林  雄大  

 

 

提出理由  尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業の施行に必要

なため。  

 

 

 

 

 

 

 

 



小牧岩崎山前土地区画整理事業令和７年度事業計画について
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小牧岩崎山前土地区画整理事業 

令和７年度事業予定 

１．工事 

 

   道水路工事費       （予算額  48,950千円） 

 

   造成等工事費       （予算額   7,800千円） 

 

   交通安全施設設置工事費  （予算額   1,500千円） 

 

２．補償 

 

   物件移転補償費      （予算額  46,600千円） 

 

   損失補償費        （予算額     500千円） 

 

３．委託 

 

   測量設計委託料      （予算額  31,500千円） 

 

   物件調査委託料      （予算額   7,400千円） 

 

   除草浚渫委託料      （予算額   7,000千円） 

 

   ポンプ保守点検委託料   （予算額     660千円） 

 

４．負担金 

 

   上水道布設負担金     （予算額  11,295千円） 

 

   ガス布設負担金      （予算額   3,420千円） 

 

５．その他 

 

   修繕料           （予算額  2,500千円） 

 

３ 
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尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業   箇所図

2号緑地

（調整池）

郷前

公園

向公園

1号緑地

（調整池）

3号緑地

8号緑地

町屋

公園

味岡駅

本田

公園

１

２

１

２

令和６年度以前完成箇所
令和６年度工事繰越箇所
令和７年度工事箇所

未整備箇所

１

令和７年度工事予定箇所及び公園事業

予定については、予算の財源、事業進

捗等の状況により変更する場合があり

ます。

No. 工事名 路線名 完了予定 施工業者
1 　道路新設工事 　区画道6-70号外 6月30日  ヒラテ建設㈲
2 　岩崎山造成等工事 　1街区外 11月11日 吉永建設工業㈱小牧営業所

No. 工事名 工事延長
1 　道路新設工事 130ｍ
2 　道路新設工事 95ｍ

No. 工事名 工事面積
1 　公園整備工事 0.15ha

令和７年度公園事業予定
路線名

　町屋公園

令和６年度繰越工事箇所

令和７年度工事予定箇所
路線名

　区画道6-69号外
　区画道4-12号
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小牧岩崎山前土地区画整理事業 事業計画変更（第９回変更）の概要 

 

１． 公共施設の変更 

 ・地区北西の岩崎山造成工事について、土質調査及び工事設計精査、土地利用計画の再精

査により、区画道６-２(２)号を７号緑地の一部及び宅地の一部へ変更します。 

 変更前 変更後 増減 

道 路 111,979.98㎡  111,445.66㎡   △534.32㎡  

緑 地 18,637.80㎡  19,166.98㎡   529.18㎡  

宅 地 163,653.06㎡  163,658.20㎡   5.14㎡  

                     （※減歩率 21.86％は変更ありません。） 

 

 

 

２． 施行期間の変更 

 ・事業進捗を考慮し、事業施行期間（３ヶ年）を延伸します。 

事業施行期間 

変更前 平成４年度～令和８年度 
３ヶ年延伸 

変更後 平成４年度～令和１１年度 
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３． 資金計画の変更 

 ・過年度施行済を整理するとともに、残事業における事業費の精査を行い、資金計画を変

更します。（※総事業費１５８億円は変更ありません。） 

【収   入】 変更前(千円) 変更後(千円) 増減(千円) 

国 ・ 県 補 助 金 3,123,040 2,964,584 △158,456 

保 留 地 処 分 金 1,073,000 1,170,000 97,000 

公共施設管理者負担金 685,552 685,552 ―  

市 町 村 単 独 費 10,621,908 10,683,364 61,456 

そ の 他 296,500 296,500 ―  

総 事 業 費 15,800,000 15,800,000 ―  

 

【支   出】 変更前(千円) 変更後(千円) 増減(千円) 

公 共 施 設 築 造 費 3,542,679 3,542,679 ―  

移転・移設・損失補償費 7,636,979 7,636,979 ―  

整地費・工事雑費・負担金 1,453,502 1,429,102 △24,400 

調 査 設 計 費 1,775,000 1,775,000 ―  

事 務 費 ・ そ の 他 1,391,840 1,416,240 24,400 

総 事 業 費 15,800,000  15,800,000 ―  
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○小牧市土地区画整理審議会議事運営要綱  

平成１５年４月２８日  

１５小区第１７９号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３

条第４項の規定により市が施行する土地区画整理事業ごとに設置する土

地区画整理審議会の議事運営について、法令又は条例に定めがあるもの

のほか必要な事項を定めるものとする。  

（会長の選出）  

第２条  会長の選出は、委員中に異議がないときは、指名推選の方法によ

ることを通例とする。  

（会長の任期等）  

第３条  会長の任期は、委員の任期とする。  

２  会長がその職を辞任し、又は委員を退任したとき、その他会長が欠け

たときは、次回の審議会の会議（以下「会議」という。）において、会長

の選出をするものとする。  

（委員の席順）  

第４条  委員の席順は、あらかじめ会長が定める。  

（委員の出欠及び退席）  

第５条  委員は、会議に出席できないとき、又は開会時刻に遅れて出席す

るときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。  

２  委員は、会議の途中で退席するときは、その旨を会長に申し出なけれ

ばならない。  

（開会及び閉会）  

第６条  会議の開会及び閉会は、会長が宣告して行う。  

（流会及び休憩）  

第７条  開会時刻後、相当の時間を経過しても出席委員が定足数に達しな

いときは、会長は、流会を宣告する。  

２  会議中に定足数を欠くに至ったときは、会長は、休憩又は流会を宣告

着色箇所が改正部分です。  

 

R7.4.28改正  
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する。  

（議事の運営）  

第８条  会長は、議事の順序を定め議事を総理する。  

（会議での発言）  

第９条  会議における発言は、会長の定める順序に従って行わなければな

らない。  

２  会長は、議事を整理するために必要があると認めたときは、委員の発

言を止め、又はその順序を変更することができる。  

（採決）  

第１０条  会長は、採決の方法を定め、採決の結果を直ちに宣告する。  

（会議の傍聴）  

第１１条  会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴者」という。）は、事

務局に申し出なければならない。  

２  傍聴の受付は、会議の開催予定時刻の５分前までに会議開催場所にて

先着順で行うものとする。  

３  傍聴者は、会議の開催予定時刻の５分前までに会議開催場所に入室し

なければならない。  

４  傍聴者の定員は、会議の都度、会議開催場所の収容人数等を考慮し、

あらかじめ事務局が決定する。  

５  傍聴者は、会議を傍聴するときは、次の事項を守らなければならない。  

 (1) 会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により可否を表明

しないこと。  

 (2) 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。  

 (3) 飲食又は喫煙を行わないこと。  

 (4) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会長の許可を得

た場合は、この限りでない。  

 (5) その他会議の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。  

６  傍聴者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退場しな

ければならない。  
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 (1) 傍聴者が前項各号の規定に違反し、会長が退場を命じたとき。  

 (2) 小牧市審議会等の会議の公開に関する指針（平成１５年２月１８日  

１５小総第８４号）第４条の規定により、会議を非公開としたとき。  

（雑則）  

第１２条  この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、別に定める。  

附  則  

この要綱は、平成１５年６月１日から施行する。  

附  則（平成２１年２０小区第２８５８号）  

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

附  則（平成２２年２２小区第１５３５号）  

この要綱は、平成２２年１２月２４日から施行する。  

附  則（令和４年３小区第１１５５号）  

この要綱は、令和４年２月１日から施行する。  

附  則（令和６年５小区第２０８０号）  

この要綱は、令和６年３月７日から施行する。  

附  則（令和７年７小区第３２４号）  

この要綱は、令和７年４月２８日から施行する。  
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○小牧市土地区画整理審議会傍聴要領  

平成１５年４月２８日  

１５小区第１８０号  

（趣旨）  

第１条  この要領は、小牧市土地区画整理審議会議事運営要綱（平成１５

年４月２８日１５小区第１７９号。以下「要綱」という。）第９条第３項

の規定に基づき、会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。  

（傍聴の手続）  

第２条  会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴者」という。）は、傍聴

者受付簿に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。  

２  傍聴の受付は、会議の開催予定時刻の１０分前までに区画整理課事務

室にて先着順で行うものとする。  

３  傍聴者は、会議の開催予定時刻までに会議室に入室しなければならな

い。  

（傍聴者の定員）  

第３条  傍聴者の定員は、５人とする。  

（傍聴者の遵守事項）  

第４条  傍聴者は、会議を傍聴するときは、次の事項を守らなければなら

ない。  

(1) 会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により可否を表明

しないこと。  

(2) 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。  

(3) 飲食又は喫煙を行わないこと。  

(4) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会長の許可を得

た場合は、この限りでない。  

(5) その他会議の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。  

（傍聴者の退場）  

第５条  傍聴者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退場

しなければならない。  

R7.4.28廃止  
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(1) 傍聴者が前条の規定に違反し、会長が退場を命じたとき。  

(2) 要綱第９条第２項の規定により、会議を非公開としたとき。  

附  則  

この要領は、平成１５年６月１日から施行する。  

附  則（令和５年５小区第６４１号）  

この要領は、令和５年７月５日から施行する。  

 


